
（平成27年4月1日以後に登録申請） 

１　サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地

■ 1.電車（ 線 駅から で 8 分）

□ 2.その他（ 　 ）

□ 1.所有権 ■ ２．賃借権 □ ３．使用貸借による権利

期間 2021 年 1 月 20 2041 年 1 月 19 日まで

□ 1.所有権 □ ２．賃借権 □ ３．使用貸借による権利

期間 年 月 年 月 日まで

□ 1.所有権 □ ２．地上権 □ ３．賃借権 ■ ４．使用貸借による権利

期間 2021 年 1 月 20 2041 年 1 月 19 日まで

（注）住居表示が決まっていない場合には、地名地番を記載すること。

２　サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者

■ 法人 □ 個人

別添 1

商号、名称、又は氏名

３　サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所

）

電話番号

法人の役員 のとおり

(ふりがな)

住所（法人にあっては主た
る事務所の所在地）

（郵便番号法定代理人
（未成年の個人

である場合）

法人の役員 別添　２　のとおり

所在地 （住居表示） 東京都杉並区西荻北3-11-25

利用交通手段
西荻窪 徒歩JR中央本

入居契約重要事項説明書

　サービス付き高齢者向け住宅への入居に係る契約を締結するに当たり、高齢者の居住の安定確保に関する法律第17条及び東京都有料老人ホー
ム設置運営指導指針12(4)に基づき、以下の事項について、書面を交付して説明します。なお、生活支援サービスに関する契約については、生活支
援サービス重要事項説明書により、別途説明します。

住宅の名称

(ふりがな) ろーべるにしおぎくぼ

ローベル西荻窪

住宅に関する

権原
日から

法人・個人の別

商号、名称
又は氏名

(ふりがな) かぶしきがいしゃひがしにほんふくしけいえいさーびす

株式会社東日本福祉経営サービス

住　　所
（法人にあっては
主たる事務所）

(郵便番号 950-0150 ）

新潟県新潟市江南区下早通柳田2-2-17

電話番号 025-381-8256

施設に関する

権原
日から

敷地に関する

権原
日から

03-6661-7545

事務所の名称

(ふりがな) かぶしきがいしゃひがしにほんふくしけいえいさーびす　とうきょうおふぃす

株式会社東日本福祉経営サービス　東京オフィス

事務所の所在地

(郵便番号 103-0025 ）

東京都中央区日本橋茅場町1-3-9

電話番号
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４　サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備

戸

㎡

㎡

■ あり □ なし

造

年 1 月 20

■ 登録基準に適合している

■

■ 緊急通報装置を備えている

５　サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期（居住の用に供する前である場合）

■ □

■ 法第52条の認可を受けている

■

別添入居契約書のとおり

年 3 月 1

住宅戸数 登録申請対象戸数 42

構　造 鉄筋コンクリート 階　数 地下1階地上3 階建

竣工の年月 2021 日

居住部分の
規模

（最小） 18.00

詳細については、別添 3 のとおり（最大） 26.60

構造及び設備
共同利用設備

加齢対応構造等 エレベーターを備えている

入居契約の別 賃貸借契約 その他

入居者の資格

次の①又は②に該当する者である。
　①単身高齢者世帯
　②高齢者＋同居者 （配偶者 / 60歳以上の親族 / 要介護認定又は要支援認定を受けている
　　60歳未満の親族 / 特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者）
（「高齢者」とは、60歳以上の者又は要介護認定若しくは要支援認定を受けている60歳未満の者をいう。）

備考欄

入居開始時期（※） 2021 日から

入居契約が賃貸借
契約でない場合に

は、その旨

終身賃貸事業者の
事業の認可

入居契約の
内容
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※入居開始時期は、入居の用に供する前である場合に限り記入すること。

入居者からの
解約予告期間

30日

入院時の取扱い
入院中も入居契約は継続し、家賃・共益費・フロントサービス費をお支払いいただきます。その他基本サービス（必須サービス）費は日割り計算を行
い、食費及び選択サービス費は利用実績によりお支払いいただきます（入院中の利用がない分はお支払いいただきません）。

その他 身元引受人が設定できない場合は要相談

事業主体から解約
を求める場合

（終身建物賃貸借の
場合のみ）

解約条項

事業者は、次のいずれかに該当する場合に限り、都道府県知事の承認を受けて、入居者
に対して少なくとも６月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
　一　本物件の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、家賃の価額その他の事情に
照らし、本物件を法第54条第１号に掲げる基準等を勘案して適切な規模、構造及び設備を
有する賃貸住宅として維持し、又は当該賃貸住宅に回復するのに過分の費用を要するに
至ったとき。
　二　入居者が、本物件に長期間にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みがない
ことにより、本物件を適正に管理することが困難となったとき。ただし、入居者の病院への入
院又は心身の状況の変化を理由とする場合には、当該理由が生じた後に、事業者及び入
居者が本契約の解約について合意している場合に限る。

解約予告期間 6か月

契約解除の内容

事業者は、入居者が次に掲げる義務に違反した場合において、事業者が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにも
かかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
　一　入居契約書第５条第１項に規定する賃料支払義務
　二　入居契約書第６条第２項に規定する共益費支払義務
　三　入居契約書第10条第１項後段に規定する費用負担義務
２　事業者は、入居者が次に掲げる義務に違反した場合において、事業者が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告した
にもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されずに当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められる
に至ったときは、本契約を解除することができる。
　一　入居契約書第４条に規定する本物件の使用目的遵守義務
　二　入居契約書第９条各項に規定する義務（同条第３項に規定する義務のうち、別表第１第六号から第八号までに掲げる行
為に係るものを除く。）
　三　その他本契約書に規定する入居者の義務
３　事業者は、入居者が年齢を偽って入居資格を有すると誤認させるなどの不正の行為によって本物件に入居したときは、本
契約を解除することができる。
４　事業者又は入居者の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約
を解除することができる。
　一　入居契約書第８条各号の確約に反する事実が判明した場合
　二　契約締結後に自ら又は自らの役員が反社会的勢力に該当することとなった場合
５　事業者は、入居者が入居契約書別表第１第六号から第八号までに掲げる行為を行った場合には、何らの催告も要せずし
て、本契約を解除することができる。
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６　職員体制

日中の職員体制（※生活支援サービスを提供する常駐職員の配置）
3 人 時 00分 ～ 時 00分

■ 同一の敷地内 □ 隣接する土地

近接する土地

（所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

日中以外の時間の職員体制
3 人 時 00分 ～ 時 00分

■ 同一の敷地内 □ 隣接する土地

近接する土地

（所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

（職種別の職員数）　 （ 令和６年 ７月

①　職員の人数及びその勤務形態

⇒③－１

⇒③－２

⇒③－４

時間

③－２　生活支援サービス提供職員の資格

③－３　介護職員の資格

③－４　機能訓練指導員の資格

④職員の職種別・勤続年数別人数（本住宅における勤続年数）

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

1 5 13 2 5 10 1
1 2 1 2
2 0 1 1
0 0
0 0

1 0 8 15 1 2 6 12 1 1

　　　　常駐場所
□

人員配置 常駐する時間 9 18

人員配置 常駐する時間 18 9

　　　　常駐場所
□

備考

１日現在）※入居開始（開設）前は、予定を記載。

職種 合計 兼務状況 等（委託である場
合はその旨を記入）専従 非専従 専従 非専従

1 1人

うち、看護職員：直接雇用 1

延べ人数
常勤 非常勤

　生活支援サービス
提供職員

（食事提供サービスを除く）

9

うち、看護職員：派遣 0 0 1 0 1人

0 2 0 3人

1 15 0 25人

　　管理者

0 0 4人
うち、介護職員：派遣 4 0 11 0 15人

うち、介護職員：直接雇用
⇒③－３

3 1

うち、機能訓練指導員 1 0 1 0 2人

　　調理員 0人

　　栄養士 0人

1

　　その他 0 2 0 2人

②　１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数

　　事務員 0 1 0 2人

0

非専従 専従 非専従
　　医師

40

③－１　管理者の資格 実務者研修

資格 延べ人数
常勤 非常勤

専従

　　看護師 1 1
　　准看護師 2
　　介護福祉士 7 6
　　社会福祉士
　　介護支援専門員 1
　　養成研修修了者
　　上記以外の職員 1 6

資格 延べ人数
常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従
　　介護福祉士 7 6
　　介護支援専門員
　　実務者研修 1 2
　　介護職員初任者研修 1 1
　　たん吸引等研修（不特定）
　　たん吸引等研修（特定）
　　資格なし 3

資格 延べ人数
常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従
　　理学療法士
　　作業療法士
　　言語聴覚士 1
　　看護師又は准看護師
　　柔道整復師 1
　　あん摩マッサージ指圧師
　　はり師又はきゅう師

看護職員 介護職員 機能訓練指導員

　１年未満
　１年以上３年未満
　３年以上５年未満
　５年以上10年未満
　10年以上

勤続年数 職種
管理者

生活支援サービ
ス提供職員

　合計
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７　サービス付き高齢者向け住宅において入居者から受領する金銭（生活支援サービスに関する費用を除く）

　約 円

約 円

　約 円

約 円

　約 円

約 円

■ あり □ なし

　約 円 約 円

■ □

□ □ ）

８　サービス付き高齢者向け住宅の管理の方法等

■ □

■ あり □ なし

敷金の概算額
（最低） 708,000

家賃の 3 月分
（最高） 1,068,000

のとおり
（最高） 356,000

共益費の概算額
（最低） 47,900

（最高） 68,900

住戸ごとの内容は別添 3家賃の概算額
（最低） 236,000

14,400,000

家賃等の前払金の
算定の基礎

家賃 50,000円、100,000円、200,000円　72回にて償却

サービス提供
の対価

家賃・共益費・
敷金に関する

特記事項

前払金※の有無

家賃等の前払金の
概算額

（最低） 3,600,000 （最高）

保険事業者による保証保険 その他（

返還額の算定
方法

50,000円、100,000円、200,000円　72回にて償却

家賃等の前払金の
返還債務が消滅す

るまでの期間
　　　　　　　年　　　月　　　日まで

家賃等の前払金の
返還額の推移

（※原則として入居契約に定めた契約の始期を起算日とする。）

※前払金とは、終身又は入居契約の期間にわたって受領すべき家賃等の全部又は一部を一括して受領する場合をいう。

管理の方式 自ら管理 管理業務を委託

委託する業務
の内容

（契約事項）

前払金の保全措置
の内容

銀行による債務の保証 信託会社等による元本補てん又は信託

住　　所
（法人にあっては

主たる事務所の所在地）

(郵便番号 ）

電話番号

　管理業務の委託先

商号、名称
又は氏名

(ふりがな)

その他計画的な修
繕予定

　修繕計画

計画策定の
有無

大規模修繕の実施
予定

頃実施予定
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９　サービス付き高齢者向け住宅と併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設　（該当する場合のみ）

□

□

□

□

□

□

□

□

□

１０　高齢者居宅生活支援事業を行う者との連携及び協力（該当する場合のみ）

１１　入居者の現況 （ 令和６年　 ７月

平均年齢 歳 入居者数合計 人

自立

3

3

5

25

36 0

入居継続期間別入居者数

6か月未満
6か月以上
1年未満

9 3

人 人

％（全戸数に対する入居戸数）

直近一年間に退去した者の人数と理由 退去者数合計： 人

(郵便番号 166-0003 ）

東京都杉並区高円寺南3-22-15　ウエストリバー高円寺1階

電話番号 03-3311-6480

連携又は協力の
内容

訪問歯科診療、往診、歯科健康管理・指導

年齢　／介護度 合計
※要介護度を把握している場合に記載。

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

1

65歳以上75歳未満 1

施設の名称 提供されるサービスの概要 事業所の場所

同一の建築物内

同一の敷地内

隣接する土地

同一の建築物内

同一の敷地内

隣接する土地

同一の建築物内

同一の敷地内

隣接する土地

電話番号 03-6913-7651

連携又は協力の
内容

訪問診療、往診、健康相談、他医療機関への紹介

介護度別・年齢別入居者数 87.25 36

連携又は協力の相手方

事業所の名称
(ふりがな) すぎなみきたくりにっく

杉並北クリニック

事業所の所在地

(郵便番号 167-0022 ）

東京都杉並区下井草4-31-2　ツクイ・サンシャイン杉並1階

１日現在）

連携又は協力の相手方

事業所の名称
(ふりがな) こうえんじおやなぎしか

高円寺おやなぎ歯科

事業所の所在地

1 1

65歳未満 1 1

85歳以上 1 2 6 6 4 6

75歳以上85歳未満 1 1 1 2

8 0

入居期間
1年以上
5年未満

5年以上
10年未満

10年以上
15年未満

15年以上 合計

合計 3 2 7 8 8

男女別入居者数 男性 9 女性 27

入居率（一時的に不在となっているものを含む。） 83.7

入居者数 24 36

自宅・家族同居 1 他の有料老人ホームへの転居 2
医療機関への
入院 0

9

理由 人数（人） 理由 人数（人） 理由 人数（人）

3

介護老人保健施設へ
転居

3
その他
(      )介護療養型医療施設

へ転居
その他の福祉施設・高齢者住
宅等への転居

介護老人福祉施設
（特養等）へ転居 うち、他のサービス

付き高齢者向け住宅
への転居

死亡
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1２　入居希望者への事前の情報開示

■ ■

□ ■

□ □

■ □

□ □

□ □

□ □

□ □

■ □

■ あり （年 回予定）

□ 以下の内容の代替措置により対応（※入居者が概ね９人以下の場合等）

（内容）

□ あり □ なし

■

■ 指定を受けている 介護保険事業所番号　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 指定を受けていない

1371510726

　入居希望者に公開

　入居希望者に交付 　入居希望者に交付

　公開していない 　公開していない

入居契約書のひな形

　入居希望者に公開
財務諸表の要旨

（※前払金を受領する場合に
記載）

　入居希望者に公開

　入居希望者に交付 　入居希望者に交付

　公開していない 　公開していない

有料老人ホーム設置時の老人福
祉法第29条第1項に規定する

届出
サービス付き高齢者向け住宅の登録を行っているため、高齢者の居住の安定確保に関する法律
第23条の規定により、届出が不要

（介護予防）特定施設入居者生活介護
事業所（地域密着型を含む）

１４　登録の申請が基本方針及び高齢者居住安定確保計画に照らして適切なものである旨

１３　その他

運営懇談会

2

（開催方法等）
年2回、管理者・職員・入居者全員（参加が困難な場合は家族等）で構成する運営懇談会を開催し、施設側から入居状
況、サービス提供状況及び施設の収支等について報告・説明すると同時に、入居者及び入居者家族等からの要望・意見
を管理・運営に反映させ、業務を円滑に行うための機会とします。

事業収支計画書
（※前払金を受領する場合に記載）

　入居希望者に公開 その他 　入居希望者に公開

　入居希望者に交付
(　　　　　　　　　　　　　　)

　入居希望者に交付

　公開していない 　公開していない

管理規程
（※必要事項が盛り込まれていれば、重要事項説明書

を管理規程に代えることも可。）

　入居希望者に公開
財務諸表の原本

（※前払金を受領する場合に
記載）
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